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令和５年度 日本ソフトテニス連盟会員登録について 

 
平成１７年度より各中学校ソフトテニス部員を日本ソフトテニス連盟に会員登録（有料）していただく

ようにお願いしてきました。本年度も引き続きよろしくお願いします。 

 

1. 対象者 

・日本ソフトテニス連盟主催の大会に参加する生徒及び監督（必須） 

・京都府ソフトテニス連盟主催の大会に参加する生徒（任意） 

・その他、日本ソフトテニス連盟登録を希望する生徒、保護者及び指導者（任意） 

 

2. 費用 

・中学生は一人あたり年額 ５００円  （年度ごとに更新） 

・指導者は  〃  年額１０００円  （   〃   ） 

 

3. 登録期限 

・継続登録者は各年度の６月末日まで。→京都府では生徒の伸びや意欲の変化に柔軟に対応できる

よう、７月以後の登録も認めますが、できるだけ６月末日をめどに早めの登録をお願いします。 

・新規登録者及び移籍者は年間を通して登録可能。（年末、年度末のシステム更新時を除く） 

 

4. 登録の手順 

・日本ソフトテニス連盟のホームページ（http://www.jsta.or.jp/）にアクセスして会員登録シス

テム専用ページを見て会員ログイン（ID、パスワード入力）から登録して下さい。 

・新規で申し込みされる学校、ＩＤ紛失の場合は下記へ連絡してください。 

  「連絡先」京都市立桂中学校 東 智史（s-azuma@edu.city.kyoto.jp） 

 パスワード紛失は京都府ソフトテニス連盟事務局（075-644-7214）にお問い合わせ下さい。 

・登録が完了したら、登録画面の指示に従って登録料を振り込んでください。手数料は不要です。

登録後１０日以内に振り込まれない場合は登録が自動的にキャンセルされます。 

 

5. 注意 

・このお知らせ（会員登録）については、中学校体育連盟の主催する大会と特に関係はありません。

中体連主催の大会については別途要項等をご確認ください。 

・この会員名簿は日本ソフトテニス連盟で保管され、事故などの保険金請求、各大会への参加や技

術審判等級申し込みの確認のみに使用され、それ以外の目的に使用される事はありません。 

・会員登録費は日本ソフトテニス連盟に支払いますが、その一部が京都府ソフトテニス連盟に還

元され、大会への補助、通信費や強化事業等に使用されます。 

・小学生時点で登録していた生徒は「新規登録」はできません。生徒から登録番号を聞いて検索し

てください。詳しくは日本ソフトテニス連盟ホームページでご確認ください。 

・転出する生徒は必ず削除して下さい。(削除しないと新しい学校で登録できません。) 

・その他、諸連絡等は下のホームページに随時掲載しますのでご活用ください。 

 

京都府中学校ソフトテニスのホームページ 

 

http://kjst2022.www2.jp/ 
 

この文書は中学校部活動の顧問宛です。クラブチームの指導者は適宜読み替えてご利用ください。 


